
別記様式

随意契約結果書

物品等の名称及び ポリ塩化ビフェニル廃棄物（特別管理産業廃棄物）処理委託

数量

契約担当官等の氏 ○分任支出負担行為担当官

名並びにの所属す 東北地方整備局 仙台河川国道事務所長 奥 田 秀 樹

る部局の名称及び ○国土交通省 東北地方整備局 仙台河川国道事務所

所在地 ○仙台市太白区あすと長町四丁目１番６０号

契約締結日 令和 元年 ８月 ３０日

契約の相手方の 中間貯蔵・環境安全事業（株）

氏名及び住所 北海道ＰＣＢ処理事業所 所長 松本 修

北海道室蘭市仲町１４番地７

契約金額

（消費税及び地方 １,１７６,０００円

消費税含む）

予定価格

（消費税及び地方 非公表

消費税含む）

随意契約によるこ 別紙「随意契約理由書」のとおり

ととした理由

備 考

注）１．公表対象随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価を記載する

とともに、備考欄に単価契約である旨及び契約単価に予定調達数量を乗じた額を記

載する。

２．予定価格を公表しないこととした場合、予定価格の欄には「非公表」と記載する。



随意契約理由書

１．件 名 ポリ塩化ビフェニル廃棄物（特別管理産業廃棄物）処理委託

２．相 手 中間貯蔵・環境安全事業（株）北海道ＰＣＢ処理事業所

３．契約理由

本業務は、仙台河川国道事務所が保管しているポリ塩化ビフェニル（以下「ＰＣＢ」

という。）廃棄物のコンデンサを確実かつ適正に処理するため「ポリ塩化ビフェニル廃

棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法

律」等に基づき処理を委託するものである。

上記業者は、国がＰＣＢ廃棄物処理推進のため、平成１３年に「ポリ塩化ビフェニル

廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」を制定し、同法第６条で定められてい

る「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画」において、国の全額出資により設立され

た法人であり、国内で高濃度ＰＣＢ廃棄物を処理できる唯一の業者である。

上記理由により、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号により

上記相手方と随意契約しようとするものである。


